




















































　１．７．１１　検　　　査

 （１）引張強さ及び伸びは、1.7.10（1）アによって試験を行い、1.7.2（3）
　  　アに適合するものとする。この場合、供試材の採取は、連続製造した湯
 　 　口を除いた粗製品の合計質量で最大4,000㎏を１バッチとして取ること。
 （２）硬さは、1.7.10.（3）によって試験を行い、1.7.2.（3）イに適合する
      ものとする。
 （３）黒鉛球状化率は、１とりべの製品から任意に1本抜き取って1.7.10.（4）
　  　によって試験を行い、1.7.2（4）に適合するものとする。
 （４）浸出試験は1.7.10.（5）によって試験を行い、1.7.4に適合するものとする。
 （５）水密性は1.7.10.（6）によって試験を全数行い、1.7.5に適合するものとする。
 （６）形状、寸法及び質量は、1.7.10.（7）によって全数行い、1.7.6に適合するも
　　　のとする。
 （７）継手性能は、1.7.10.（8）によって試験を行い、1.7.7の性能に適合するもの
      とする。
 （８）外観は、1.7.10.（9）によって全数行い、1.7.8に適合するものとする。
 （９）表示は、1.7.10.（10）によって全数行い、1.7.12に適合するものとする。

　１．７．１２　表　　　示
　 短管の表示は、1.7.10.（10）によって試験を行い、見やすい場所に鋳出し、打
　刻などによって次の事項の明示があるものとする。
　（１）　　の記号
　（２）種類の記号
　（３）製造年（西暦の下２けた）
　（４）製造業者又はその略号
　（５）呼び径
　（６）受口の接合形式の記号（GX及びS50）

D ｄ D2 ｄ2 T ｔ D ｄ D2 ｄ2 T ｔ
75 50 93 68 8 8 75 50 93 68 8 8

B L1 C L2
240 380 270 410

質量
（ｋｇ）
11.2

質量
（ｋｇ）

   短管の検査は次によること。

S50形片落管　参考図
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片落管（受け口GX形、挿口S50形） 片落管（受け口S50形、挿口GX形）
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